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事案名  障害児の補装具費支給誤りについて 

発生日時  令和８年４月 16日（木） 午前 10時 00分頃 

発生場所  伊達市役所内（健康福祉部社会福祉課） 

担当部署（連絡先）  健康福祉部社会福祉課障がい福祉係 024-575-1274 

事案の内容 

令和８年度の障害児の補装具費支給決定事務において、改めて根拠法

令等を確認したところ、本来は基準額の１割を自己負担してもらうべき

ところを、自己負担なしで全額支給していたことが判明し、制度の誤認

が明らかとなった。 

当制度は令和６年４月の改正で、支給対象判定基準であった世帯の所

得制限が撤廃され、障害児であれば全員支給対象となったが、利用者負

担額については、全額支給ではなく原則１割負担のままであった。 

 

■誤支給一覧 

年度 対象人数 対象件数 対象金額 

Ｒ６ ６人 ６件 67,084円 

Ｒ７ ６人 12件 194,033円 

合計 ９人※実数 18件 261,117円 
 

初動対応 
対象者９名に対して、経過説明を行うとともに謝罪を行っている。 

今後の対応 

対象者９名に対して、速やかに返還の手続きを行う。 

また、当件を県に報告し、国・県から交付された補助金について、県

の指示に従い、返還処理等を行う。 

今後は、複数の職員によるチェック体制を強化し、再発防止に努める。 

 

連絡先 

 伊達市 

 健康福祉部社会福祉課 

 担当：菅野 広貴 

 電話 024-575-1274 


